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菊
池
風
土
記
巻
四
註
釈

【
凡
例
】

一
、
先
に
公
開
し
た
『
菊
池
風
土
記
』
巻
三
ま
で
の
注
釈
に
続
き
、
巻
四
の
註
釈
の
一
部
を
公
開
す
る
。

一
、
註
釈
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
針
も
、
巻
三
ま
で
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

一
、
註
や
解
釈
の
当
否
は
す
べ
て
鈴
木
の
責
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
本
学
文
学
研
究
科
博
士

前
期
課
程
二
年
、
中
村
莉
子
氏
の
労
に
負
う
と
こ
ろ
を
多
と
す
る
こ
と
を
、
特
に
付
記
し
て
お
く
。

一
、
今
回
も
註
釈
に
利
用
し
た
資
料
の
依
拠
テ
キ
ス
ト
は
、
末
尾
に
一
括
し
て
掲
げ
た
。
基
本
的
に
刊
行

年
代
順
に
並
べ
て
い
る
。

一
、
本
註
釈
はJSPS

科
学
研
究
費
補
助
金
の
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
「
『
菊
池
風
土
記
』
の
註
釈
的
研
究
」
（
課

題
番
号
：24520228

）
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

【
本
文
】

菊
池
風
土
記
巻
四

寺
院

菊
池
五
山
一

一
、
五
山
の
名
菊
池
十
五
代
武
光
公
二

の
代
に
初
り
し
と
云
、
輪
足
山
東
福
寺
、
無

量
山
西
福
寺
、
手
水
山
南
福
寺
、
袈
裟
尾
山
北
福
寺
、
九
儀
山
大
琳
寺
也
。

け
さ

を

輪
足
山
東
福
寺
三

一
、
輪
足
村
に
有
昔
ハ
亘
理
と
書
中

古
又
渡
り
共
書

。
本
尊
千
手
観
世
音
、
行
基
四

の
作
。
人
王
六
十
一
朱
雀

院
の
御
宇
五

、
天
慶
元
戊
戌
年
六

、
天
台
沙
門
証
慶
法
印
七

の
開
基
、
比
叡
山
正
覚
坊
八

末
寺
也
。
証
慶
法
印
は
山
城
国
の
人
な
り
。
出
生
の
時
、
奇
瑞
あ
り
。
因
て
五
歳
に

し
て
出
家
し
、
其
後
に
諸
国
を
め
ぐ
り
、
高
野
山
に
籠
り
、
太
宰
府
天
満
宮
に
籠
り
、

菩
提
心
の
堅
固
を
祈
り
け
る
と
な
ん
。
天
慶
元
年
、
肥
後
に
来
り
、
菊
池
に
て
双
山

を
見
給
ふ
に
双
山
は
今
の

輪

足

山

也

、
其
頂
に
紫
立
た
る
雲
の
東
西
に
覆
て
唱
音

囀
頌
九

有
け
れ
ば
、

い
ん

怪
く
思
ひ
此
山
に
い
た
り
玉
ふ
。
偶
一
〇

猿
の
地
を
掘
る
を
見
て
一
一

、
あ
た
り
に
有
け

る
人
に
問
玉
ふ
に
、
其
所
こ
そ
は
夜
々
光
明
有
て
読
誦
の
声
あ
る
と
答
。
因
て
打
寄

り
う
が
ち
み
る
に
一
二

、
あ
や
し
く
も
一
霊
天
一
三

顕
れ
出
告
て
曰
、
「
わ
れ
法
華
経
百
万

部
読
誦
の
大
願
未
み
た
ず
し
て
死
せ
り
。
故
に
身
体
は
敗
る
ゝ
と
い
へ
ど
も
舌
斗
猶

朽
ず
し
て
残
れ
り
。
善
哉
〳
〵
一
四

。
此
地
清
浄
の
境
也
。
師
、
精
舎
を
建
立
せ
ば
、

我
永
々
守
護
す
べ
し
」
と
言
終
て
、
か
き
け
す
や
う
に
う
せ
に
け
り
。
是
を
以
て
、

証
慶
法
印
奇
異
の
思
ひ
を
な
し
、
信
心
肝
に
銘
じ
、
天
慶
元
年
国
中
を
勧
進
し
け
れ

ば
、
時
の
国
司
尾
藤
肥
後
守
隆
房
一
五

、
大
檀
那
一
六

と
成
り
、
終
に
大
願
成
就
し
、
同



- 2 -

二
年
仏
殿
、
方
丈
、
護
摩
堂
、
鐘
楼
門
造
立
一
七

。
尤
一
八

二
月
十
五
日
柱
立
初
り
、
霜

月
二
十
八
日
に
悉
く
成
就
し
、
同
六
年
藤
原
保
昌
卿
一
九

下
向
有
け
る
。
証
慶
俗
縁
有

人
な
れ
ば
、
保
昌
事
の
由
を
奏
聞
有
し
が

帝
綸
旨
を
ぞ
下
さ
れ
け
る
綸
旨
後

に
出
る

。

又

、

村
上
天
皇
の
御
宇
二
〇

、
天
暦
三
年
二
一

五
月
四
日
、
菅
原
大
納
言
光
家
卿
二
二

勅
使
と
し

て
綸
旨
を
下
さ
る
。
康
保
三
年
二
三

三
月
、
御
堂
建
立
并
末
寺
五
ヶ
所
を
立
。
本
覚
坊
、

円
乗
坊
、
密
教
坊
、
満
願
坊
、
定
験
坊
也
。
四
年
五
月
隠
居
、
弟
子
永
鑑
二
四

に
相
続

有
。
冷
泉
院
藤
原
保
昌
、
安
和
二
年
二
五

正
月
十
五
日
に
入
洛
有
。
同
年
五
月
阿
蘇
に

勅
使
下
向
之
節
、
肥
後
国
拾
五
箇
寺
に
綸
旨
を
賜
は
る
。
勅
使
は
菅
原
朝
臣
光
顕
卿

也
二
六

。

円

融
御
宇
二
七

に
天
録
三
年
二
八

五
月
三
日
の
夜
半
に
炎
上
二
九

。
本
堂
計
残
る
。

え
ん

天
延
二
年
三
〇

に
大
政
大
臣
藤
原
伊
尹
公
三
一

内
縁
有
に
因
り
、
永
鑑
に
勅
宣
を
請
下
し

給
り
け
る
に
よ
り
、
諸
国
司
、
地
頭
を
勧
進
し
、
同
三
年
再
興
。
天
元
二
年
三
二

成
就
。

永
観
二
年
三
三

永
鑑
隠
居
、
弟
子
徳
明
三
四

に
相
続
。
同
八
月
十
三
日
徳
明
法
印
と
な
る
。

徳
明
は
播
州
之
産
也
。
長
保
元
己
亥
三
五

五
十
六
に
て
死
去
。
寛
弘
四
年
三
六

二
月
十
五

日
焼
失
。
同
六
年
天
台
慧
鑑
三
七

再
興
。
同
七
年
僧
正
と
成
る
。
八
月
護
摩
堂
を
立
て

天
下
安
平
を
祈
る
。
十
月
四
日
の
朝
、
燕
、
鳩
、
鷹
、
三
羽
来
て
堂
上
に
有
。
六
日

酉
刻
に
三
方
に
飛
去
。
又
、
八
日
の
夜
来
鳴
、
読
経
の
間
、
木
の
間
に
や
ど
り
て
、

読
経
や
み
て
東
西
南
に
飛
さ
り
、
同
十
八
日
の
夜
恵
鑑
の
夢
の
内
に
、
童
子
来
り
て

告
曰
、
「
わ
れ
は
兜
卒
天
不
動
明
王
の
金
迦
羅
三
八

也
。
神
使
と
し
て
降
り
来
れ
り
。

汝
は
仏
法
堅
固
の
道
師
、
観
音
の
円
通
三
九

に
達
す
。
故
に
感
応
甚
深
し
。
因
之
四
〇

永

く
汝
を
守
護
す
べ
し
。
先
の
鷹
は
阿
蘇
健
磐
龍
命
な
り
四
一

。
燕
は
春
日
大
明
神
四
所

の
内
武
甕
槌
の
神
也
四
二

。
鳩
は
八
幡
麿
也
四
三

。
何
れ
も
汝
を
守
る
べ
し
」
と
云
お
わ

つ
て
夢
醒
ぬ
。
是
信
心
弥
ま
さ
り
と
ぞ
四
四

、
恵
鑑
隠
居
し
て
明
尊
四
五

に
相
続
す
。
時

に

後
一
条
院
御
宇
四
六

、
万
寿
元
年
四
七

三
月
二
十
五
日
也
。
此
明
尊
は
摂
政
藤
原
朝

臣
兼
家
卿
四
八

の
末
子

三
条
院
母
公
の
御
弟
也
。
同
三
年
僧
正
と
成
る
。
同
六
年
四
九

三
井
寺
の
貫
主
と
成
る
。
同
七
年
恵
覧
五
〇

に
相
続
有
。

後
冷
泉
院
御
宇
五
一

に
、
永

承
二
年
五
二

賊
徒
に
焼
る
。
是
よ
り
星
霜
を
経
る
事
二
十
三
年
、

後
三
条
院
御
宇
五
三

、

延
久
二
年
五
四

菊
池
元
祖
左
近
大
夫
則
隆
、
如
前
例
寄
附
有
け
る
。

堀
川
院
の
御
宇

五
五

、
寛
治
元
年
五
六

二
月
よ
り
造
営
、
雪
庵
五
七

居
住
。
雪
庵
は
権
中
納
言
公
成
五
八

末
子

白
河
院
母
公
の
御
弟
な
り
。
同
三
年
勅
願
所
五
九

と
成
る
。
同
六
年
大
僧
正
と
成
る
。

嘉
保
元
年
如
法
経
始
る
六
〇

。
誠
に
数
代
大
徳
居
住
に
因
り
、

天
子
諸
侯
御
帰
依
ふ

か
し
。
効
験
い
ち
じ
る
し
き
が
ゆ
へ
と
い
ふ
べ
し
。
其
後
の
暦
代
略
し
て
い
ふ
に
、

菊
池
九
代
式
部
大
夫
隆
泰
の
次
男
、
頼
隆
六
一

幼
よ
り
仏
道
を
好
み
、
後
に
発
心
し
て

覚
仏
、
頼
隆
法
印
と
云
。
寺
を
栄
吉
六
二

に
譲
り
、
護
摩
堂
の
傍
に
結
庵
し
、
死
後
に

院
主
坊
と
号
し
、
其
跡
に
院
主
数
代
居
住
。
又
、
菊
池
十
二
代
次
郎
武
時
の
男
次
郎
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武
重
六
三

、
肥
後
守
と
称
す
。
家
を
弟
武
士
六
四

に
相
続
し
、
其
身
薙
髪
し
て
歓
喜
縁
記
に
観
と

し
る
す
は
誤

り
な
る

べ

し

。
居
士
と
号
し
、
且
、
又
、
仏
道
修
行
有
て
、
興
国
三
年
六
五

八
月
三
日
に
此
所
に

て
逝
去
し
た
ま
ふ
。
是
よ
り
結
一
庵
歓
喜
院
と
号
し
、
数
代
住
持
居
住
と
云
々
。
右

に
出
る
所
の
暦
代
の
綸
旨
等
左
に
記
す
。
開
基
よ
り
寛
政
六
年
六
六

迄
八
百
五
十
七
年

に
成
る
。

【
註
】

一

『
菊
池
温
故
』
巻
一
に
、
「
菊
池
五
山
の
事
」
と
し
て
、
「
一
、
輪
足
山
東
福
寺

本
尊
千
手
観
世

音

輪
足
村
、
一
、
無
量
山
西
福
寺

同
阿
弥
陀

西
寺
村

一
、
手
水
山
南
福
寺

同
薬
師

出
田

村

一
、
袈
裟
尾
山
北
福
寺

同
薬
師

袈
裟
尾
村

一
、
九
儀
山
大
琳
寺

同
右
同

大
琳
寺
村

山
号
一
説

九
儀
野
山
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

二

？
～
一
三
七
三
年
。

三

『
菊
池
温
故
』
巻
一
「
寺
の
事
」
の
項
に
、
「
輪
足
山
東
福
寺
、
本
尊
千
手
観
音
、
行
基
之
作
。
此

寺
比
叡
山
正
覚
院
末
寺
、
天
慶
元
年
證
慶
法
印
開
基
也
。
菊
池
五
山
の
其
一
寺
也
。
五
山
は
菊
池
武
光
公

の
代
に
被
定
と
云
。
開
基
よ
り
享
保
十
七
年
迄
、
七
百
九
十
五
年
に
成
る
」
と
あ
る
の
を
承
け
る
。

四

六
六
八
～
七
四
九
年
。
奈
良
時
代
の
僧
。
仏
教
の
民
間
布
教
に
尽
く
し
た
こ
と
で
、
早
く
か
ら
敬

慕
の
対
象
と
な
っ
た
。
中
世
に
入
る
と
、
行
基
へ
の
敬
慕
は
さ
ら
に
ひ
ろ
ま
り
、
行
基
の
開
創
に
な

る
と
い
う
寺
、
行
基
の
手
に
な
る
仏
像
、
橋
、
港
な
ど
の
伝
承
が
多
く
見
ら
れ
る
。

五

朱
雀
天
皇
の
在
位
期
間
は
、
九
三
〇
～
九
四
六
年
。

六

九
三
八
年
。

七

天
台
宗
寺
内
派
の
僧
に
証
慶
法
印
が
い
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
僧
で
年
代
が
合
わ
ず
、
本
記
事
以
上

の
伝
未
詳
。

八

西
山
流
の
灌
室
（
灌
頂
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
を
行
う
部
屋
）
。
東
塔
東
谷
に
属
す
（
武
覚
超
『
比
叡
山

諸
堂
史
の
研
究
』
）
。
『
山
家
正
統
学
則
』
に
、
「
山
門
の
五
箇
の
灌
室
の
中
に
は
、
正
覚
院
、
行
光
坊
、

総
持
坊
、
雞
足
院
、
此
の
四
箇
院
に
伝
は
る
所
、
即
ち
こ
の
流
（
穴
太
流
）
な
り
と
聞
」
と
あ
る
。

九

経
文
中
の
頌
（
仏
、
菩
薩
を
讃
え
る
詩
）
を
声
に
出
し
て
読
み
あ
げ
る
こ
と
。

一
〇

『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
偶
（
タ
マ
〳
〵
）
」
。

一
一

底
本
「
偶
猿
の
地
を
見
て
」。
東
洋
文
庫
本
と
内
閣
文
庫
本
に
よ
り
改
め
た
。

一
二

『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
因
（
ヨ
ル
／
ヨ
ツ
テ
）
」
。「
そ
こ
で
近
付
い
て
穴
を
掘
っ
て
見
る
と
」

の
意
。

一
三

何
ら
か
の
霊
的
な
存
在
を
表
わ
す
語
か
。
用
例
と
し
て
は
未
見
。

一
四

『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
善
哉
（
ヨ
イ
カ
ナ
）
」
。

一
五

『
国
司
補
任
』
に
は
名
前
が
見
え
ず
、
伝
未
詳
。

一
六

寺
の
檀
家
の
中
で
主
だ
っ
た
人
物
。

一
七

仏
殿
は
、
仏
・
菩
薩
の
像
が
安
置
し
て
あ
る
建
物
。
方
丈
は
、
住
職
の
居
間
。
護
摩
堂
は
、
寺

院
で
護
摩
を
焚
い
て
祈
祷
を
行
な
う
仏
堂
。
鐘
楼
門
は
、
楼
門
の
中
で
も
上
層
に
鐘
を
つ
っ
た
門
を
指
す
。

一
八

『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
尤
（
モ
ツ
ト
モ
）
」。

一
九

九
五
八
～
一
〇
三
六
年
。
平
安
時
代
中
期
の
中
級
貴
族
。
致
忠
の
子
。
藤
原
道
長
・
頼
通
の
家
司



- 4 -

が
有
名
だ
が
、
年
代
的
に
合
わ
な
い
。

二
〇

村
上
天
皇
の
在
位
期
間
は
、
九
四
六
～
九
六
七
年
。

二
一

九
四
九
年
。

二
二

『
公
卿
補
任
』
天
暦
三
年
の
項
や
菅
原
氏
の
系
図
に
名
前
が
見
え
ず
、
伝
未
詳
。

二
三

九
六
六
年
。

二
四

伝
未
詳
。

二
五

九
六
九
年
。

二
六

菅
原
氏
の
系
図
に
は
見
え
ず
、
伝
未
詳
。

二
七

円
融
天
皇
の
在
位
期
間
は
、
九
六
九
～
九
八
四
年
。

二
八

九
七
二
年
。

二
九

内
閣
文
庫
本
に
は
、「
寛
弘
四
年
二
月
十
五
日
の
夜
、
悪
徒
来
焼
失
」
と
あ
る
。

三
〇

九
七
四
年
。

三
一

『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
天
延
二
年
の
太
政
大
臣
は
藤
原
兼
通
。
藤
原
伊
尹
は
天
禄
二
年
に
太

政
大
臣
と
な
り
、
天
禄
三
年
に
没
し
て
い
る
。

三
二

九
七
九
年
。

三
三

九
八
四
年
。

三
四

伝
未
詳
。

三
五

九
九
九
年
。

三
六

一
〇
〇
七
年
。

三
七

伝
未
詳
。

三
八

兜
率
天
は
、
欲
界
の
六
欲
天
の
第
四
天
。
当
来
仏
で
あ
る
弥
勒
菩
薩
が
住
む
と
さ
れ
、
弥
勒
の
浄

土
と
い
わ
れ
る
。
金
伽
羅
は
、
制
多
迦
と
共
に
不
動
明
王
に
侍
す
る
童
子
。

三
九

道
師
は
、
教
え
に
通
達
し
た
師
。
円
通
は
、
仏
・
菩
薩
の
悟
り
の
境
地
。

四
〇

「
こ
れ
に
よ
り
て
」
と
読
む
。
「
そ
の
た
め
」
の
意
。

四
一

阿
蘇
神
と
鷹
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
書
巻
三
「
神
社

北
宮
」
の
項
、
註
一
七
を
参
照
。

四
二

春
日
の
四
所
明
神
の
こ
と
。
春
日
大
社
は
、
建
御
賀
豆
智
神
（
武
甕
槌
、
鹿
島
大
明
神
）
、
伊
波

比
主
神
（
経
津
主
命
、
香
取
大
神
）
、
天
児
屋
根
神
（
枚
岡
大
神
）
、
比
売
神
の
四
座
を
祀
っ
た
こ
と
に

始
ま
る
。（
上
田
正
昭
編
『
春
日
明
神

氏
神
の
展
開
』
）
。

四
三

八
幡
麿
は
八
幡
神
を
指
す
語
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
用
例
は
未
見
。
な
お
、
鳩
は
八
幡
神

の
遣
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

四
四

『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
弥
増
（
イ
ヤ
マ
シ
）
」
。
「
信
心
の
心
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
と
か
い

う
こ
と
だ
」
の
意
。

四
五

天
台
座
主
二
九
世
、
長
元
三
年
に
三
井
寺
長
吏
と
な
っ
て
い
る
明
尊
か
。
た
だ
し
、
兼
家
の
子
で

は
な
く
、
奉
時
の
子
、
小
野
道
風
の
孫
。

四
六

後
一
条
天
皇
の
在
位
期
間
は
、
一
〇
一
六
～
一
〇
三
六
年
。

四
七

一
〇
二
四
年
。

四
八

藤
原
氏
の
摂
家
流
。
師
輔
の
三
男
。
道
長
の
父
。
娘
の
超
子
は
三
条
院
の
母
。

四
九

万
寿
六
年
で
あ
れ
ば
、
一
〇
二
九
年
。
た
だ
し
、
万
寿
は
五
年
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
次
の
元
号
で

あ
る
長
元
六
年
で
あ
れ
ば
、
一
〇
三
三
年
。

五
〇

伝
未
詳
。
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五
一

後
冷
泉
天
皇
の
在
位
期
間
は
、
一
〇
四
五
～
一
〇
六
八
年
。

五
二

一
〇
四
七
年
。

五
三

後
三
条
天
皇
の
在
位
期
間
は
、
一
〇
六
八
～
一
〇
七
三
年
。

五
四

一
〇
七
〇
年
。

五
五

堀
川
天
皇
の
在
位
期
間
は
、
一
〇
八
六
～
一
一
〇
七
年
。

五
六

一
〇
八
七
年
。

五
七

伝
未
詳
。

五
八

『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
堀
川
天
皇
の
時
代
に
、
権
中
納
言
公
成
は
存
在
し
な
い
。
後
朱
雀
天

皇
の
時
代
に
九
条
家
公
季
流
、
實
成
の
子
で
あ
る
権
中
納
言
公
成
が
い
る
が
、
長
久
四
年
に
没
し
て
い
る
。

五
九

天
子
の
命
に
よ
っ
て
、
国
家
安
寧
・
玉
体
安
穏
な
ど
を
祈
願
す
る
寺
や
神
社
。

六
〇

嘉
保
元
年
は
一
〇
九
四
年
。
如
法
経
は
一
定
の
方
式
に
随
っ
て
経
文
を
書
写
す
る
こ
と

を
意
味
し
、
主
と
し
て
『
法
華
経
』
を
書
写
す
る
こ
と
を
い
う
。

六
一

『
菊
池
軍
記
』
巻
六
の
系
図
に
よ
れ
ば
、
隆
泰
の
子
に
頼
隆
が
あ
り
、
「
覚
佛
頼
隆

菊
池
郡
東

福
寺
院
主
」
と
あ
る
。

六
二

伝
未
詳
。

六
三

『
系
図
纂
要
』
で
は
、
武
時
の
子
に
武
重
が
あ
り
、「
肥
前
守
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
菊
池
軍
記
』

巻
六
の
系
図
に
は
、
「
次
郎
肥
後
守
従
四
下

号
二

観
喜
居
士
一

母
ハ

赤
星
有
隆
女
」
と
あ
る
。

六
四

『
菊
池
軍
記
』
巻
六
や
『
系
図
纂
要
』
の
系
図
に
よ
る
と
、
武
士
が
武
重
の
弟
と
さ
れ
る
記
述
は

な
く
、
武
重
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。

六
五

一
三
四
二
年
。

六
六

一
七
九
四
年
。

【
本
文
】

一
、
朱
雀
院
、
天
慶
六
年
一

、
藤
原
保
昌
下
向
の
節
、
証
慶
法
印
に
内
縁
二

有
に
因
て

奏
聞
し
て
、
申
下
せ
し
綸
旨
。

九
州
肥
後
国
菊
池
郡
輪
足
山
証
慶
、
仏
法
堅
固
之
旨
、
達
上
聞
之
処
、
叡
感
以

甚
深
也
。
従
今
以
後
為
勅
願
寺
可
令
致
精
誠
祈
禱
者
也
。
仍
天
気
執
達
如
件
三

。

天
暦
元
年
三
月
四
日

右
大
弁
紀
隆
村
か
四

肥
後
菊
池
郡

証
慶
御
坊
法
印

一
、
安
和
二
年
五

正
月
十
五
日
、
藤
原
保
昌
御
帰
路
也
。

一
、
村
上
天
皇
之
綸
旨
、
勅
使
は
菅
原
大
納
言
光
家
卿
也
。

当
寺
領
止
地
頭
并

甲
乙
人
六

等
□
可
令
全
知
行
給
之
。
仍
天
気
如
此
執
達
如
件
七

。

天
暦
三
年
五
月
四
日

右
大
弁

証
慶
法
印
御
坊

一
、
肥
後
菊
池
郡
之
内
、
弐
拾
五
町
為
菩
提
祈
念
奉
寄
進
者
也
。
仍
而
執
達
如
件
八

。
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康
保
二
年
九

九
月
二
十
五
日

左
衛
門
督
判
一
〇

藤
原
俊
長
か

肥
後
守
判

師
位
か

【
註
】

一

九
四
三
年
。

二

私
的
な
縁
故
関
係
。

三

九
州
肥
後
国
菊
池
郡
輪
足
山
証
慶
、
仏
法
堅
固
の
旨
、
上
聞
に
達
す
る
の
処
、
叡
感
以
て
甚
だ
深

き
な
り
。
今
よ
り
以
後
勅
願
寺
と
し
て
精
誠
祈
禱
致
せ
し
む
べ
き
者
な
り
。
仍
て
天
気
、
執
達
件
の
如

し
。
（
証
慶
に
つ
き
仏
法
堅
固
の
こ
と
は
主
上
の
お
耳
に
達
し
、
深
く
感
銘
し
て
お
ら
れ
る
。
今
後
は
そ

の
寺
を
勅
願
寺
と
し
、
心
を
こ
め
て
国
家
鎮
護
を
祈
禱
せ
よ
。
御
意
向
を
以
上
申
し
伝
え
る
。
）

四

伝
未
詳
。

五

九
六
九
年
。

六

諸
々
の
連
中
の
意
。

七

当
寺
領
に
地
頭
并
に
甲
乙
人
等
を
止
め
、
□
全
く
知
行
せ
し
め
給
ふ
べ
し
。
仍
て
天
気
、
此
く
の

如
く
執
達
件
の
如
し
。（
当
寺
の
寺
領
に
は
、
地
頭
そ
の
他
を
排
し
、
意
の
ま
ま
に
知
行
な
さ
る
が
よ
い
。

主
上
の
ご
意
向
、
以
上
の
通
り
申
し
伝
え
る
。
）
な
お
、
□
の
空
欄
部
分
に
は
諸
本
と
も
、「
糸
扁
に
寄
」

の
ご
と
き
字
を
入
れ
る
。

八

肥
後
菊
池
郡
之
内
、
弐
拾
五
町
菩
提
祈
念
の
為
、
寄
進
し
奉
る
者
な
り
。
仍
て
執
達
件
の
如
し
。

九

九
六
五
年

一
〇

藤
原
俊
長
、
師
位
と
も
に
伝
未
詳
。

【
本
文
】

（
文
書
を
集
成
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
い
ま
こ
れ
を
除
き
略
し
た
。
後
日
、
釈
文
と
あ
わ
せ
略
註
を
付

す
予
定
。）

【
本
文
】

無
量
山
西
福
寺
一

一
、
西
寺
村
に
有
古
西
寺
村
は
西
福
寺
村
と
い
へ
り

と
ぞ
是
寺
に
付
て
出
来
た
る
村
か

。
本
尊
阿
弥
陀
如
来
、
元
明
天
皇
之
和
銅
二
年
二

開
基
と
い
ふ
。
或
人
曰
、
「
俗
説
に
開
山
は
廣
譽
と
い
へ
り
。
是
不
審
な
り
。
廣
譽

は
文
明
の
比
の
人
。
文
明
十
三
年
四

八
月
一
日
に
隈
府
に
て
、
菊
池
二
十
一
代
重
朝

公
、
万
句
の
連
歌
興
行
有
し
時
、
廣
譽
「
月
苔
」
の
題
に
て
、

月
な
ら
で
苔
池
に
秋
の
色
も
な
し
三

と
有
て
、
句
下
に
西
福
寺
廣
譽
と
記
し
て
、
隈
部
上
総
介
忠
直
亭
会
と
有
。
和
銅
二

年
よ
り
文
明
十
三
年
迄
は
、
七
百
七
拾
三
年
歟
と
考
ふ
。
時
代
大
に
相
違
せ
り
。
案

ず
る
に
、
此
寺
廃
跡
と
成
り
た
る
を
再
興
し
給
ひ
、
中
興
開
山
の
廣
譽
に
て
は
な
き
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か
」
と
云
々
。
余
お
も
ふ
に
、
南
福
寺
、
北
福
寺
、
山
鹿
郡
の
日
輪
寺
抔
五

昔
は
皆

天
台
宗
也
。
菊
池
氏
の
比
よ
り
禅
宗
と
な
る
。
西
福
寺
も
此
類
に
て
天
台
宗
成
る
を
、

廣
譽
の
時
分
浄
土
宗
に
は
な
ら
ざ
る
や
。
然
共
、
和
銅
の
比
ま
で
は
天
台
宗
も
い
ま

だ
出
来
せ
ず
六

。
い
は
ん
や
禅
浄
土
を
や
。
ゆ
へ
に
、
和
銅
の
開
基
は
う
た
が
ふ
べ

し
。
此
寺
古
記
紛
失
、
考
べ
か
ら
ず
。
又
お
も
ふ
に
、
廣
譽
よ
り
以
前
も
、
浄
土
宗

な
ら
ん
か
、
其
故
は
山
号
の
無
量
と
本
尊
の
弥
陀
と
旁
七

浄
土
宗
の
意
に
か
な
ひ
た

れ
ば
、
い
か
ゞ
。
猶
尋
ぬ
べ
し
。
今
、
西
寺
村
馬
場
は
、
皆
昔
、
西
福
寺
の
境
内
と

い
ふ
。
寺
後
に
赤
星
有
隆
八

、
宗
梅
庵
主
九

、
城
武
峯
一
〇

、
其
外
の
墓
あ
り
。
委
は
墳

墓
の
條
一
一

に
出
る
。
今
の
三
十
三
所
観
音
の
像
一
二

は
、
斎
藤
又
右
衛
門
寄
進
也
。
和

銅
二
年
よ
り
寛
政
六
年
迄
、
千
八
拾
六
年
に
な
る
。

手
水
山
南
福
寺
一
三

一
、
出
田
村
に
有
。
開
基
の
年
月
開
山
等
未
考
。
此
寺
の
面
に
当
時
十
左
衛
門
と
申

者
住
居
す
。
此
所
迄
境
内
と
見
へ
た
り
。
墳
墓
等
は
寺
後
の
山
中
に
有
。
本
尊
薬
師

如
来
、
行
基
の
作
。
七
年
廻
り
に
開
帳
一
四

、
霊
験
折
々
あ
り
。
此
寺
、
昔
天
台
宗
と

見
へ
た
り
。
其
故
は
北
原
長
福
寺
跡
に
墓
有
。
「
阿
閦
佛
此
所
不

分
云
々

圓
楽
坊
慶
長
十
九
年
」

と
有
。
圓
楽
坊
の
号
天
台
宗
と
聞
ゆ
。
然
し
て
、
南
福
寺
古
き
書
附
に
、
天
正
の
比
、

南
福
寺
よ
り
長
福
寺
を
兼
帯
す
る
事
あ
り
。
是
南
福
寺
天
台
寺
た
る
事
明
か
也
。
慶

長
の
後
は
、
両
寺
共
に
正
観
寺
の
會
下
一
五

に
属
し
、
禅
宗
と
な
る
と
み
え
た
り
。
正

観
寺
末
庵
の
内
に
書
の
せ
た
り
一
六

。
其
後
何
の
比
よ
り
か
、
此
寺
浄
土
宗
と
成
る
。

然
る
に
、
此
寺
を
禅
宗
の
古
跡
と
云
は
深
く
考
へ
ざ
る
也
。
当
時
、
出
田
村
十
右
衝

門
と
申
者
、
そ
の
先
祖
こ
の
兄
弟
内
よ
り
、
此
寺
の
住
持
と
成
る
。
其
節
に
十
右
衛

門
家
に
預
り
置
し
書
附
、
今
に
有
。
余
、
請
か
り
て
見
る
に
、
昔
は
南
福
寺
よ
り
出

田
村
の
庄
屋
役
を
兼
帯
す
る
事
有
。
昔
は
事
繁
か
ら
ざ
り
し
や
。
又
は
、
民
家
の
文

字
を
知
る
事
な
か
り
し
や
一
七

。
今
は
村
の
長
役
、
寺
務
の
か
た
わ
ら
に
勤
ま
る
事
に

あ
ら
ず
。
村
長
の
役
兼
帯
の
事
は
、
寛
永
十
四
年
延
宝
五
年
の
比
と
い
ふ
一
八

。
出
田

村
に
其
帳
面
あ
る
と
承
る
。
十
右
衛
門
方
に
所
持
す
る
書
附
左
に
し
る
す
。

【
註
】

一

『
菊
池
温
故
』
巻
一
「
無
住
寺
の
事
」
の
項
に
、「
一
、
無
量
山
西
福
寺

西
寺
村

本
尊
阿
弥
陀
。

和
銅
二
年
の
開
基
と
い
う
。
享
保
十
七
年
迄
千
三
十
八
年
に
及
べ
り
。
開
山
の
名
未
だ
聞
か
ず
。
俗
説

に
廣
誉
と
い
え
り
。
こ
れ
不
審
な
り
。
廣
誉
は
文
明
の
頃
の
沙
門
に
て
、
文
明
十
三
年
八
月
朔
日
、
隈

府
に
於
い
て
菊
池
二
十
一
代
重
朝
一
万
句
の
連
歌
興
行
有
り
し
時
、
廣
誉
、
月
苔
の
題
に
て
、
月
な
ら

で
苔
池
に
秋
の
色
も
な
し
と
有
り
て
、
句
の
下
に
西
福
寺
廣
誉
と
記
し
て
、
隈
府
上
総
助
忠
直
亭
会
と

あ
り
。
和
銅
二
年
よ
り
文
明
十
三
年
迄
は
七
百
七
十
三
年
か
と
考
え
、
時
代
大
い
に
相
違
せ
り
。
案
ず
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る
に
、
こ
の
寺
廃
跡
と
成
り
た
る
を
再
興
し
給
う
中
興
開
山
の
廣
誉
に
て
は
な
き
か
。
（
下
略
）
」
と
あ

る
の
を
う
け
る
。

二

元
明
天
皇
の
在
位
期
間
は
七
〇
七
～
七
一
五
年
。
和
銅
二
年
は
七
〇
九
年
。

三

本
書
巻
一
「
月
見
御
殿
」
の
項
参
照
。

四

一
四
八
一
年
。

五

『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
抔
（
ナ
ド
）
」
と
し
、
併
せ
て
「
本
朝
語
之
辞
〇
／
今
按

宜

用

等

レ

二

字

」
と
註
す
る
。

一
六

天
台
宗
は
、
最
澄
が
延
暦
四
年
（
七
八
五
年
）
に
東
大
寺
で
受
戒
し
た
後
、
比
叡
山
に
籠
も
っ
て

天
台
教
学
を
志
し
、
同
二
十
三
年
に
入
唐
し
、
天
台
法
門
を
伝
承
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

七

「
旁
」
は
「
カ
タ
ガ
タ
」
と
読
み
、
い
ず
れ
に
せ
よ
の
意
。
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
旁
以
（
カ

タ
〴
〵
モ
ツ
テ
）
」。

八

本
書
巻
二
「
箭
筈
嶽
」
の
項
、
註
三
参
照
。

九

伝
未
詳
。
巻
七
「
古
墳
」
の
項
に
、
名
前
あ
り
。

一
〇

城
隆
顕
の
子
。
『
新
撰
事
蹟
通
考
』
「
城
氏
系
図
」
に
、
「
正
平
十
九
年
甲
辰
八
月
朔
日
死
法
名
長

覚
葬

菊
池
郡
西
福
寺

」
と
あ
る
。

二

墓
碑
銘

一

一
一

巻
七
「
古
墳
」
の
項
参
照
。

一
二

伝
未
詳
。

一
三

『
菊
池
温
故
』
巻
一
「
無
住
寺
の
事
」
の
項
に
、
「
一
、
手
水
山
南
福
寺

出
田
村

本
尊
は
薬

師
。
開
基
の
年
月
、
開
山
等
の
事
、
未
だ
聞
か
ず
。
禅
宗
の
古
跡
と
言
い
伝
え
た
り
。
菊
池
五
山
の
内

な
り
。
」
と
あ
る
の
を
う
け
る
。

一
四

七
年
毎
に
本
尊
の
開
帳
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
五

「
え
か
」
も
し
く
は
「
え
げ
」
と
読
み
、
師
の
も
と
で
修
行
す
る
こ
と
。
そ
の
所
、
あ
る
い
は

そ
の
教
え
を
開
く
人
、
門
下
の
意
を
表
す
語
。
こ
こ
で
は
、
組
織
的
宗
派
へ
の
帰
服
の
意
と
思
わ
れ
る
。

一
六

後
掲
「
正
観
寺
」
項
、
参
照
。

一
七

昔
は
寺
の
仕
事
が
忙
し
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
、
村
人
達
が
文
字
を
読
む
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
意
味
か
。

一
八

村
長
と
の
仕
事
を
兼
ね
て
い
た
の
は
、
寛
永
十
四
（
一
六
三
七
）
年
か
ら
延
宝
五
（
一
六
七
七
）

年
頃
の
こ
と
か
、
と
い
う
意
味
か
。

参
考
文
献

〔
辞
書
・
辞
典
類
〕

・
『
国
史
大
辞
典
』
（
一
九
七
九
～
九
三
年
）

・
『
熊
本
県
の
地
名

日
本
歴
史
地
名
大
系44

』

（
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
）

・
大
隅
和
雄
ほ
か
編
『
日
本
架
空
伝
承
人
名
事
典
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）

・
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典43

熊
本
県
』
（
角
川
書
店
、
一
九
八
七
年
）

・
岩
本
裕
『
日
本
佛
教
語
辞
典
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）

・
『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』（
法
藏
館
、
一
九
九
二
年
）

・
石
田
瑞
麿
『
例
文

仏
教
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
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・
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
～
〇
二
年
）

・
中
村
元
ほ
か
編
『
岩
波

仏
教
辞
典

第
二
版
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）

〔
研
究
書
・
引
用
テ
キ
ス
ト
〕

・
『
公
卿
補
任
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
八
年
）

・
『
尊
卑
分
脉
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
七
年
～
五
八
年
）

・
『
続
群
書
類
従

第
七
輯
下
・
系
図
部
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
三
年
訂
正
三
版
第
三
刷
）

・
中
田
祝
夫
・
小
林
祥
治
郞
『
書
言
字
考
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引
』
（
風
間
書
房
、
一
九
七
三
年
）

・
『
系
図
纂
要
』（
名
著
出
版
、
一
九
七
五
年
）

・
鷲
尾
順
敬
編
『
国
文
東
方
仏
教
叢
書

宗
義
部
』（
名
著
出
版
、
一
九
七
五
年
）
→
『
山
家
正
統
学
則
』

・
『
群
書
類
従

第
三
巻
』（
名
著
普
及
会
、
一
九
七
七
年
）

・
上
田
正
昭
編
『
春
日
明
神

氏
神
の
展
開
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
）

・
『
国
司
補
任

第
三
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
〇
年
）

・
堤
克
彦
編
『
肥
後
郷
名
考

菊
池
温
故
』
（
菊
池
古
文
書
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）

→
『
菊
池
温
故
』
に
つ
い
て
は
、
土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館
蔵
本
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
本
も
参
照

し
た
。

・
武
覚
超
『
比
叡
山
諸
堂
史
の
研
究
』
（
法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
）

・
『
菊
池
軍
記
』（
茨
木
多
左
衛
門
刊
本
）


